市街化区域の農地転用届について

●　届出書の記載について

　１．届出書の「記載注意」欄によって記載してください。

　２．届出者の欄は、届出者自身が署名、押印してください。

　３．法人の場合は、法務局（登記所）に届け出ている代表者印を押印してくだ
さい。

　４．届出内容を訂正する場合は、欄外に「○字削除、○字加入」等を記入し、訂正印を押印してください。

●　添付書類について

　１．土地の全部事項証明書（登記簿謄本）
　　　
　２．公図
　　　
　３．案内図（住宅地図の写しなど）

　４．その他届出内容により個別に添付していただく書類等がありますので、事
務局にお尋ねください。
＜届出地が酒匂川左岸土地改良区の受益地の場合＞
　受益地の除外手続きを行い、酒匂川左岸土地改良区の意見書を添付してください。
　　　　酒匂川左岸土地改良区　小田原市上曽我２９８４
　　　　小田原市梅の里センター分館みのり館内
　　　　電話　０４６５－４２－３５５９
　　
※　都市計画法第２９条の開発許可を受けることを必要とする場合は、後日、
２９条開発許可証のコピーを提出してください。

届出書受理後、約１週間程度で副本を交付いたします。

大井町農業委員会事務局
